福島県適合高齢者専用賃貸住宅の届出等に関する事務取扱要綱

（趣旨）

第１条　この要綱は、介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号。以下「規則」という。）第１５条第３号の規定による適合高齢者専用賃貸住宅（以下「適合高専賃」という。）の届出等に関し必要な事務取扱事項を定めるものとする。

　（定義）

第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 　設置予定者　適合高専賃を設置しようとする者をいう。
(2) 　設置者　適合高専賃を設置し、運営している者をいう。
（事前協議）

第３条　設置予定者は、あらかじめ、適合高齢者専用賃貸住宅事前協議書（第１号様式）により、適合高専賃の設置計画について福島県介護保険室長（以下「介護保険室長」という。）に協議するものとし、適合高専賃の設置予定地を所管する福島県保健福祉事務所の長（設置予定地がいわき市の場合にあっては、福島県いわき地方振興局長。以下「保健福祉事務所長等」という。）を経由して提出するものとする。

２　介護保険室長は、協議の内容が規則第１５条第３号及び老人福祉法施行規則第２０条の４の厚生労働大臣が定める基準（平成１８年厚生労働省告示２６４号。以下「基準」という。）に適合すると認められるときは、保健福祉事務所長等を経由して、設置予定者に適合高齢者専用賃貸住宅事前協議書受理書（第２号様式）を交付するものとする。

（適合高専賃に係る届出）

第４条　設置予定者は、規則第１５条第３号の規定による届出は、適合高齢者専用賃貸住宅届出書（第３号様式）により行うものとし、保健福祉事務所長等を経由して提出するものとする。

２　前項の届出を受けた保健福祉事務所長等は、現地調査等を行い、知事に進達するものとする。

３　知事は、届出の内容が基準に適合していると認められるときは、保健福祉事務所長等を経由して、設置予定者に適合高齢者専用賃貸住宅届出書受理書（第４号様式）を交付するものとする。

（変更の届出）

第５条　設置者は、前条第１項の規定により届け出た内容を変更しようとするときは、適合高齢者専用賃貸住宅変更届出書（第５号様式）により、知事に届け出るものとし、保健福祉事務所長等を経由して提出するものとする。

（廃止、休止又は再開の届出）

第６条　設置者は、第４条第１項の規定により届け出た適合高専賃を廃止し、休止し、又は再開しようとするときは、適合高齢者専用賃貸住宅休・廃止（再開）届出書（第６号様式）により、知事に届け出るものとし、保健福祉事務所長等を経由して提出するものとする。

（委任）

第７条　この要綱に定めるもののほか、基準の実務上の取扱いに関し必要な事項は別に定める。

附　則

この要綱は、平成１８年９月１日から施行する。

附　則

第1条 　題名を次のように改める。

福島県適合高齢者専用賃貸住宅の届出等に関する事務取扱要綱

第2条 　この要綱は、平成２０年１０月１５日から施行する。　　　　　　　　　　　
